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秋田市商談会等出展支援補助金交付要綱 

 

平成 28 年４月 14 日   

市 長 決 裁    

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市内産の一次産品を有効活用した加工品の製造およ 

び販路拡大を推進するため、県外の商談会等に出展する市内の中小企業 

者等に対し、出展費用の一部を助成する秋田市商談会等出展支援補助金

（以下「補助金」という。）の交付について、必要な事項を定めること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に 

定めるところによる。 

(1) 商談会等 県外において、商談又は取引先の開拓のために開催され 

 る商談会、展示会および見本市をいう。 

(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第２条第１

項に規定する中小企業者および農業協同組合法で規定する農事組合

法人をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助の交付を受けることができる中小企業者等は、次の各号のい 

ずれにも該当する中小企業者等とする。 

(1) 秋田市内に本社又は主たる事業所を置き、市内産の一次産品を原材 

 料の全部又は一部として使用した加工品の製造又は販売を行っている 

 こと。 

 (2) 市税に未納がないこと。 

 (3）秋田市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員と密接 

  な関係を有する者でないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象事業（以下「補助対象事業」という。）は、補 

助対象者が、県外における商談会等(一般消費者に対し直接に販売するこ 
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とを主な目的とする物産展等および本市が主催又は共催する商談会等を

除く。)に出展する事業とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、商 

談会等の出展に要する経費のうち、当該各号に定める経費（消費税及び

地方消費税を除く。）とする。 

(1) 出展料 

 (2) 展示装飾費 

 (3）輸送費（保険料を含む） 

 (4) 広報物制作費（翻訳料を含む） 

 (5) 備品借上料 

 (6) 旅費（商談会等の開催会場までの最短経路による妥当な運賃で１人 

  分。） 

 (7) 宿泊費（商談会等の開催期間中の前後日を含め１人分のみ。１泊１

万円上限とし、パック商品の場合はこの限りでない。また、宿泊費に

食費は含まない。） 

２ 国、本市以外の地方公共団体、その他公的団体から前項に規定する経

費について補助を受けている場合は、その分を差し引いた残額を補助対

象経費とする。 

（補助金の額等） 

第６条 補助対象経費に対する補助金の額（以下「補助額」という。）は、 

補助対象経費の合計額の２分の１以内とし、30 万円を上限とする。ただ 

し、補助額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす 

る。 

２ 秋田市長（以下「市長」という。）は、前項の規定により算定した金 

額の合計が当該年度の本補助金の予算を超過する場合は、前項の規定に 

かかわらず、補助額を減額して交付又は交付しないことができる。 

 （補助条件等） 

第７条 同一の中小企業者等に対する補助金の交付は同一年度において１ 

回限りとする。また、同一の中小企業者等が毎年度開催される同一の商 

談会等に出展する場合の補助金の交付は、通算して３回を限度とする。 
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２ 本市の他の補助金および本市が補助する団体からの補助金の併給は認 

めない。 

（補助金交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、 

次の各号に掲げる書類を添えて、秋田市商談会等出展支援補助金交付申 

請書（様式第１号）を、補助対象事業の実施の 30 日前までに市長に提出 

しなければならない。 

(1) 補助対象事業の出展案内・パンフレット 

(2) 市税に未納がないことがわかる書類 

(3) 補助対象経費の契約書、請書、見積書その他これに相当する資料の 

 写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定および通知） 

第９条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に 

係る書類等を審査し、交付の可否および補助額を決定する。 

２ 市長は、前項の決定について、補助金の交付を決定した申請者（以下 

「補助事業者」という。）に対しては秋田市商談会等出展支援補助金交 

付決定通知書（様式第２号）により、補助金の交付を不可とした申請者 

に対しては秋田市商談会等出展支援補助金不交付決定通知書（様式第３ 

号）により通知するものとする。 

 （補助金交付の条件等） 

第 10 条 補助事業者は、法令および関係規定を遵守するとともに、市長の 

指示事項を確実に履行しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿および書類を、補助対象事業 

終了年度の翌年から５年間保存しなければならない。 

３ 市長は、前２項に定めるもののほか、補助金の交付決定に条件を付す 

ることができる。 

（事業の変更又は中止） 

第 11 条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする 

ときは、事前に補助事業変更承認申請書（様式第４号）又は補助事業中 

止承認申請書（様式第５号）を提出し、市長の承認を受けなければなら 
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ない。 

 ただし、第 12 条に掲げる軽微な変更が生じた場合はこの限りではない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において理由があると認 

めるときは、第９条第２項の規定により通知した補助額等を変更し、補 

助事業変更・中止承認通知書（様式第６号）により補助事業者に通知す 

るものとする。 

 （軽微な変更） 

第 12 条 補助事業者は、前条の規定にかかわらず、事業の実施にあたり次

に掲げる軽微な変更については、前条第１項の補助事業変更承認申請書

の提出は不要とする。 

 (1) 補助目的の達成に何ら支障がないと認められる補助対象経費の経費 

  配分の変更。 

 (2) 補助事業に要する経費の総額が概ね３割を超えない範囲での増減。 

 （実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業終了後 30 日以内に、補助事業実績報告

書（様式第７号）を次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 補助対象事業の履行状況が確認できる写真 

 (2) 補助対象事業の領収書又はこれに代わるものの写し 

(3) 前２号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による提出期限が、第９条の規定により交付通知を送達し 

た日の属する年度の３月 31 日を越えるときは、当該３月 31 日を提出期

限とする。 

 （補助額の確定） 

第 14 条 市長は、前条の規定により提出された報告等に基づき、事業結果 

を精査し、補助額を確定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助額を確定したときは、秋田市商談会等 

出展支援補助金確定通知書（様式第８号）により、速やかに補助対象者 

に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第 15 条 補助事業者は、前条第２項の規定による通知を受けたときは、秋 



 - 5 - 

田市商談会等出展支援補助金請求書（様式第９号）により、市長に補助 

金を請求するものとする。 

 （補助金の交付） 

第 16 条 市長は、前条の規定による請求書を受け取ってから 30 日以内に、 

これを審査し、適当であると認めるときは補助金を交付するものとする。 

２ 市長が特に必要と認めるときは、補助事業終了前であっても、補助金 

の概算払又は前金払をすることができる。 

３ 前項の規定により、補助金の概算払又は前金払を受けようとするとき 

は、概算払（前金払）申請書（様式第 10 号）に所定の請求書を添付し提 

出するものとする。 

 （補助金の取り消し、金額の変更および補助金の返還） 

第 17 条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当することとな 

った場合は、補助金の交付決定を取り消し、又はその額を変更すること 

ができる。この場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助 

金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命 

ずることができる。 

(1) 補助金を他の目的に使用したと認められるとき。 

(2) 提出した書類の記載事項が虚偽であると認められるとき 

(3) 補助対象事業の履行が不正な手段によると認められるとき 

(4) 前条第２項の適用があった場合において、補助対象経費に係る支出 

  額が減少し、補助額が補助対象経費を上回ったとき。 

(5) 前４号に掲げる場合のほか、この要綱の規定又は交付の条件その他 

 法令に違反したとき。 

 （委任） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   

   附  則 

 この要綱は、平成 28 年４月 14 日から施行する。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用

紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用

紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


